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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングに複数の端子と複数の固定金具が保持されていて、一端側に接触部を有する
端子の他端側が接続部として、そして一端側にハウジングへの埋没部を有する固定金具の
他端側が固定用の脚部としてそれぞれハウジング外に延出して接続対象の取付面上に位置
するようになっている電気コネクタにおいて、金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一
形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジン
グとの一体モールド成形により保持されており、端子と固定金具はいずれも一端側と他端
側の間で略Ｌ字状に屈曲された中間部と該中間部よりも一端側で該中間部に隣接する直状
部と該直状部から延びる湾曲部を有するように作られていて、端子の一端側が接触部とし
て相手コネクタの受入れのためのハウジングの凹部形状の受入部に臨んで位置し、固定金
具の埋没部は端子の配列方向両端側に位置して、上記受入部の両端を形成するハウジング
の端壁部に埋没して保持されており、上記埋没部は中間部に隣接する直状部を含んでいる
ことを特徴とする固定金具を有する電気コネクタ。
【請求項２】
　配列は対称に二つ設けられていることとする請求項１に記載の固定金具を有する電気コ
ネクタ。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
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　本発明は固定金具を有する電気コネクタに関する。
【０００２】
【従来の技術】
この種の電気コネクタとしては、特開平９－１３９２４２に開示されているものが知られ
ている。
【０００３】
この公知のコネクタは、添付図面の図９に見られるように、ハウジング５０に端子５１が
複数植設されており、該端子５１はハウジングの底部位置で側方に向け屈曲され延出する
接続部５１Ａを有している。又、ハウジング５０の長手方向端部近傍には、強度を有する
固定金具５２が取り付けられている。この固定金具５２も、上記ハウジングの底部位置で
側方に延出する脚部５２Ａを有している。かかる固定金具５２は、図の上方に示されてい
るように複雑な形状の取付部５３を有しており、この取付部がハウジングの対応溝内に圧
入されてハウジング５０により保持される。
【０００４】
使用に際しては、上記コネクタは取付対象の取付面、例えば回路基板の面上に配置され、
端子５１の接続部５１Ａと固定金具５２の脚部５２Ａが回路基板の面に接面する。接続部
５１Ａは接面せる対応回路部と半田接続され、脚部５２Ａは対応部位と半田固定される。
この固定金具５２の脚部５２Ａの半田固定によってコネクタは回路基板に保持される。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、図９の公知のコネクタにあっては、別途固定金具を必要とすることに起因
し、いくつかの解決すべき課題を残している。先ず、固定金具を用意せねばならず、部品
点数が増え、加工そして組立も工数が複雑化し、ひいてはコスト高となる。次に、固定金
具は、組立作業との関係で、端子から或る程度の距離をもって位置する必要があり、その
分だけコネクタは大型化してしまう。
【０００６】
更に、端子と固定金具の製造工程は、別々であるため、その寸法の管理も異なり、コネク
タを回路基板に実装するとき、端子と固定金具との間に段差が生じ、回路基板に対する平
坦度が一致しないという問題がある。
【０００７】
　本発明はかかる課題を解決し、安価でかつ小型化の可能な取付金具を有し、回路基板に
対する平坦度が一致し、回路基板への確実な実装が得られる電気コネクタを提供すること
を目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明に係る電気コネクタは、ハウジングに複数の端子と複数の固定金具が保持されて
いて、一端側に接触部を有する端子の他端側が接続部として、そして一端側にハウジング
への埋没部を有する固定金具の他端側が固定用の脚部としてそれぞれハウジング外に延出
して接続対象の取付面上に位置するようになっている。
【０００９】
　かかる電気コネクタにおいて、本発明では、金属板を打ち抜いて、同列に定間隔で同一
形状に複数延出して作られた細条片から形成された端子と固定金具が配列状態でハウジン
グとの一体モールド成形により保持されており、端子と固定金具はいずれも一端側と他端
側の間で略Ｌ字状に屈曲された中間部と該中間部よりも一端側で該中間部に隣接する直状
部と該直状部から延びる湾曲部を有するように作られていて、端子の一端側が接触部とし
て相手コネクタの受入れのためのハウジングの凹部形状の受入部に臨んで位置し、固定金
具の埋没部は端子の配列方向両端側に位置して、上記受入部の両端を形成するハウジング
の端壁部に埋没して保持されており、上記埋没部は中間部に隣接する直状部を含んでいる
ことを特徴としている。
【００１０】
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　このような構成の本発明によると、端子と固定金具とは同一形状に形成されているため
、同列に密に配列される。端子の一端側は受入部に臨んでおり、相手コネクタの端子と接
触し、又、固定金具は中間部から一端側の部分の埋没部が、上記受入部の両端を形成する
ハウジングの端壁に埋没して保持されており、固定金具の保持を増強している。これに対
して、端子そして固定金具の他端側は接続部として形成され、ハウジング外にあって、回
路基板等の接続対象と半田により接続される。かかる端子と固定金具は定間隔で位置する
配列を形成しているので、両者は密に配置され、コネクタは配列方向にて小型化される。
その際、固定金具は配列の範囲の両端側に位置しているが、端子と固定金具とは、同一形
状に形成されているので、回路基板に対する平坦度が一致し、回路基板への確実な接続が
得られる。又、配列は対称に二つ設けられていることができる。
【００１５】
【発明の実施の形態】
以下、添付図面の図１ないし図８にもとづき、本発明の実施の形態を説明する。
【００１６】
図１は本発明の一実施形態のコネクタを示し、図１（Ａ）はこのコネクタの一部破断平面
図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ）は側面図である。
【００１７】
図１のコネクタ１は、略直方体の外形をなし、絶縁材のハウジング２により複数の端子３
そして固定金具４が保持されている。ハウジング２は図１（Ａ）,（Ｂ）に見られるよう
に横長に形成され、その両側にて長手方向に端子３そして固定金具４が等間隔に配列され
ている。該固定金具４はこの配列方向の両端にて二つづつ設けられている。
【００１８】
　上記ハウジング２は、上方に開口して、相手コネクタの受入れのための受入部５が有底
凹部形状に形成されている。端子配列方向たるコネクタの長手方向で、該受入部５の両端
側の上縁には、相手コネクタの受入れを容易にするための導入テーパ部５Ａが設けられて
いる。
【００１９】
上記受入部５の長手方向に延びる対向内縁に沿って端子３そしてその両端側に固定金具４
が位置している。該端子３及び固定金具４は、同一形状・寸法をなしていて、同一の金属
板から同時に、同一金型で作られている。例えば、図１のものにあっては、図２に見られ
るように、金属板を打ち抜いて帯状のキャリアＡ１から定間隔ｐで櫛歯状に延出する一連
の細条片Ａ２を有する二点鎖線で示される部材を形成し、これを実線のごとく曲げ加工し
て得られる。これらの細条片Ａ２が端子としてそして固定金具として用いられる。この曲
げ加工は、これら細条片Ａ２がハウジングに保持される前になされる。キャリアＡ１は、
ハウジングに保持される前に切り離されることも、あるいは上記保持後に切り離されるこ
ともある。
【００２０】
　このように、端子３と固定金具４は同一形状であるので、ここでは、その形状に関し、
端子３について説明する。端子３は、図３（Ａ）に見られるように、略Ｌ字状に屈曲され
ていて一端側に直状の接触部３Ａそして他端側に直状の接続部３Ｂを有している。接触部
３Ａは上記ハウジングの受入部５の内方に向いて該受入部の面と同一面もしくは若干突出
しており、上端部は略半円状に湾曲して導入部３Ｃを形成している。この導入部３Ｃは、
図１（Ａ）そして図２からも判るように、他部よりも幅広になっている。接続部３Ｂは、
中間部３Ｄから若干クランク状に屈曲された他端側に水平に延出し、ハウジング２の底面
２Ａとほぼ同一レベルに位置しており、ハウジングの底面２Ａが回路基板上に配されたと
きに該回路基板の対応固定部の面に接する位置にある。かかる端子３と同一形状の固定金
具４は、図３（Ｂ）に見られるように、上記端子３の接続部３Ｂに対応する部分が固定用
の脚部４Ｂとなり、端子３の接続部３Ｂと固定金具４の脚部４Ｂとは回路基板に対する平
坦度が一致する（同一平面上に位置するようになる）。
【００２１】
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　本実施形態にあっては、図２のごとく上記端子３及び固定金具４が曲げ加工を受けた形
状でキャリアＡ１につながっている状態で、モールド成形金型（図示せず）に配置されて
ハウジング２と一体モールド成形されて該ハウジング２により保持され、しかる後に上記
キャリアＡ１が切り離されて図１及び図３のごとくの形態となる。上記モールド成形後、
端子３の接触部３Ａは、既述のごとく、受入部５の内面と同一面もしくは若干突出して位
置し（図３（Ａ）参照）、固定金具４は中間部から上方の部分（端子３の中間部から導入
部３Ｃに至る部分に相当する部分）が端子配列方向にてハウジング２の両端の壁部内に埋
没されて、ハウジング２により堅固に保持される（図３（Ｂ））参照）。
【００２２】
　一方、相手コネクタ１０は図４に見られるように、ハウジング１１に端子１２が植設さ
れている。この形態にあっては、端子１２は図４の紙面に平行な金属板を図示の形に打ち
抜いて得られており、弾性を有するＣ形状の接触部１２Ａ、係止突起を有する係止１２Ｂ
、水平にハウジング１１外に延出する脚部１２Ｃを有している。ハウジング１１は、上記
のコネクタ１の端子３の配列位置に対応した位置にスリット１３が形成されていて、上記
端子１２は図４において上方からこのスリット１３内に挿着される。そして係止部１２Ｂ
がスリットへの圧入時に係止突起のハウジングへの係止により所定位置からの抜けを防止
する。
【００２３】
　使用に際しては、本発明のコネクタ１について端子３の接続部３Ｂそして固定金具４の
脚部４Ｂを回路基板の対応回路部そして固定部へそれぞれ半田接続し、相手コネクタ１０
についても端子１２の接続部１２Ｃを回路基板の対応回路部へ半田接続する。かくして、
本発明のコネクタは、数多い端子の接続部３Ｂでの半田によっても回路基板上への固定力
を得るが、部分４Ａ，４Ｃ，４Ｄにてハウジングにより強固に保持されている固定金具４
の脚部４Ｂでの半田により大部分の固定力を確保できる。かかる両コネクタ１，１０の嵌
合時の端子の接触部３Ａ，１２Ａ同士の弾性接触により両回路基板は電気的に接続される
。
【００２４】
本発明は、既出の形態に限定されず、他の形態でも可能である。例えば、図１～図４の例
では端子そして固定金具はハウジングとの一体モールド成形によりハウジングに保持され
ていたが、これらはハウジングに圧入して取りつけることも可能である。図５（Ａ），（
Ｂ）は、それぞれ図３（Ａ），（Ｂ）に対応する位置での様子を示し、端子そして固定金
具の各部位も図３の場合と同一符号で示されている。図５（Ａ）にて下方から圧入された
端子３はハウジング２のスリット５Ａの両面（紙面に平行な対向面）で支持されており、
接触部３Ａは受入部５に臨んでいる。又、固定金具４は、上記スリット５Ａへ下方から圧
入されることにより部分４Ａの弾性を利用して、スリットの左右端面にても保持されてい
る。
【００２５】
図６の例は、端子３の接触部３Ａの部分の形が図５のものと比して異なるものについて、
図１～４と同様に一体モールド成形により該端子そして固定金具を保持する形態を示して
いる。端子３は、図６（Ａ）のごとく、ハウジング２の受入部５の底部に沿って延びた後
に上方に向け屈曲されたＳ字状の接触部３Ａを有している。中間部３ＤはＵ字状に屈曲さ
れていて、ハウジングとのモールド一体成形による保持力を強めている。そして、ハウジ
ング下部からは接続部３Ｂが水平に延出している。一方、固定金具４は、ハウジング外に
延出する脚部４Ｂ以外はすべてハウジングと一体モールド成形されていて強固に保持され
ている。
【００２６】
又、本発明は、図１～４の実施形態で示した相手コネクタの形式のものにも適用可能であ
る。図７のコネクタにおいては、図示しない端子は図４のコネクタの端子と全く同じであ
る。そして図７において、図４の端子１２と同一形態の固定金具２２は、曲状の弾性圧入
部２２Ａと、係止突起が設けられた係止部２２Ｂと、脚部２２Ｃとを有している。この固
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定金具２２の上記弾性圧入部２２Ａ、係止部２２Ｂそして脚部２２Ｃは図４の端子１２の
接触部１２Ａ，係止部１２Ｂそして接続部１２Ｃと対応しそれぞれ同一形状をなしている
。図７の固定金具２２の弾性圧入部２２Ａはハウジング１１の対応溝１１Ａへ圧入されて
おり、かくして該固定金具２２はこの弾性圧入部２２Ａと係止部２２Ｂの両者のハウジン
グへの圧入により強固に保持される。
【００２７】
　さらに、本発明は、端子の接触部がハウジングの側面に突出している形式のコネクタに
も適用できる。例えば、図８のごとく、ハウジング３１の両側部に段部が形成されていて
、その段部側面３１Ａに窓部３１Ｂが形成されていて、ここに端子３の接触部３Ａが突出
している。固定金具４は端子３と全く同一形状に作られていて、端子３の接続部３Ｂに相
当する脚部４Ｂがハウジング外に突出している以外、他部はハウジングとの一体モールド
成形によりハウジングに埋没保持されている。
【００２８】
以上のような本発明においては、モールド成形時にハウジングの受入部の大きさを変更す
るだけで、端子と固定金具の数を容易に変更できる。すなわち、固定金具に大きな固定力
を要求するときには、端子の数を若干減らしてこの分だけ固定金具の数を増やすことがで
き、そして、固定力の小さくともよいときには、すべてを端子とすることもできる。
【００２９】
又、モールド成形後に変更したいときには、固定金具のハウジング保持部分を開放した形
態でハウジングをモールド成形し、必要個数の固定金具についてのみ追加の保持部材の圧
入により固定金具として使用し、他の固定金具を開放のままとすれば、端子として使用可
能である。そして、固定金具が不要のときは、すべての固定金具を端子として使用可能と
なる。
【００３０】
【発明の効果】
　本発明は、以上のごとく、固定金具を端子と同一形状とし該固定金具の中間部から一端
側への部分の埋没部を、端子配列方向たるコネクタの長手方向で、受入部の両端を形成す
るハウジングの端壁部に埋没するようにしてハウジングによりしっかりと保持することと
したので、コネクタを構成する部品の種類が減り、固定金具と端子とを同時に同一金型で
成形そして組込みができるようになり、コネクタのコスト低下を図ることができる。又、
固定金具と端子とが同時に同様に組込まれるので、両者を近接配置して配列することがで
き、配列方向でのコネクタの小型化を可能とする。又、固定金具と端子とは、同一形状に
形成されているので回路基板に対する平坦度が一致し、回路基板への確実な実装が得られ
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の一実施形態のコネクタを示し、（Ａ）は平面図、（Ｂ）は正面図、（Ｃ
）は部分破断側面図である。
【図２】図１のコネクタの端子及び固定金具のハウジングへの挿着前の斜視図である。
【図３】図１のコネクタの断面図で、（Ａ）は端子位置、（Ｂ）は固定金具位置での断面
である。
【図４】図１のコネクタと相手コネクタの断面図で、両者の結合前を示す。
【図５】本発明の他の実施形態のコネクタの断面図であり、（Ａ）は端子位置、（Ｂ）は
固定金具位置での断面である。
【図６】本発明のさらにの他の実施形態のコネクタの断面図であり、（Ａ）は端子位置、
（Ｂ）は固定金具位置での断面である。
【図７】本発明のさらに他の実施形態のコネクタの断面図である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態のコネクタの部分破断断面図である。
【図９】従来のコネクタの斜視図である。
【符号の説明】
１　　コネクタ
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２　　ハウジング
３　　端子
３Ａ　接触部
３Ｂ　接続部
４　　固定金具
４Ｂ　脚部
５　　受入部
２２　固定金具
Ａ１　キャリア
Ａ２　細条片

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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